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令 和 ８ 年 ３ 月 ２ 日 

児童相談所開設準備担当部児童相談所開設準備担当課  

 

児童相談所の開設について 

 

１ 要  旨 

  平成２８年の児童福祉法改正により、特別区が児童相談所を設置する 

ことができるようになり、区は、住民にとって最も身近な基礎自治体と 

して子どもや家庭への支援を強化するため、児童相談所開設に向けた準 

備を進めてきた。 

  一方、旧赤羽台東小学校跡地に整備予定の児童相談所等複合施設につ 

いては、建築工事の入札不調により開設時期が遅延し、令和１２年度中 

の開設を目指す方針とした。 

  この間、児童虐待件数は依然高い水準で推移し、東京都の一時保護所

の定員超過が続くなど子どもを取り巻く環境は複雑化しており、子ども

や家庭への支援強化を図るため、建設工事の入札不調以降に代替施設に

よる早期の児童相談所開設について検討をしてきた。 

このたび、今後遊休化する施設を活用した児童相談所の開設について  

一定の方向性がまとまったため報告する。 

 

２ 現  況（経過等） 

平成３０年１２月  旧赤羽台東小学校施設跡地の利活用計画策定 

令和 2 年 ７月  児童相談所等複合施設基本構想策定 

令和 3 年１２月  児童相談所等複合施設基本計画策定 

  令和 6 年 2 月  児童相談所等複合施設運営指針策定 

        3 月  基本・実施設計完了 

        9 月  建築工事入札不調（1 回目） 

       １２月  建築工事入札不調（２回目） 

  令和７年  ３月  修正設計完了 

        ６月  建築工事入札不調（３回目） 

 

３ 内  容 

（１）活用施設  旧特別養護老人ホーム浮間さくら荘 （ ※ １ ）  

（２）所 在 地  浮間 3-11-26 

 （３）延床面積  3,597 ㎡（地下１階～地上４階）（ ※ ２ ）  

※１ 現在、区立特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘大規模改修工 

事における仮移転先として使用されており、遊休化した後に改 
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修工事を行い児童相談所を開設する。 

 ※２ 児童相談所機能として、事務室、相談室、会議室、調理室、一時 

保護所の居室等を配置する。 

 

４ 今後の予定 

  旧浮間さくら荘 複合施設 

令和８年３月以降 地域住民説明等 

令和８年４月以降 設計着手 設計着手 

令和８年度上半期 国や東京都と開設協議着手 

令和９年度上半期 改修工事着手 設計完了 

令和９年度下半期 改修工事完了 建築工事着手 

令和１０年７月    児童相談所開設  

令和１１年度下半期  竣工 

令和１２年度上半期 児童相談所移転 開設 
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